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東 大 阪 モ ノ づ く り 体 験 塾  会 則  

 

                         

（名称） 

第 １条 本会は、「東大阪モノづくり体験塾」と称する。 

 

(構成員) 

第 ２条 本会の構成員は、本会の活動に賛同する東大阪市および近隣地域の企業

及び個人事業者、高校・大学校等の教育機関、地方公共団体並びに地域

住民等をもって構成する。 

    

（目的） 

第 ３条 本会は、高校生や大学生等を対象に、本モノづくり体験塾での体験学習

等を通じて、地域企業と住民、高校・大学校等の教育機関、行政等が交

流することにより、東大阪のモノづくりで活躍し得る「人材」を発掘

し若者等の就職支援に繋げると共に、地域モノづくり企業・教育機関等

の発展に寄与し、もって地域に貢献することを目的とする。 

 

（事業） 

第 ４条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

    （１）「東大阪モノづくり体験塾」 

      イ.東大阪地域を中心とする製造業やモノづくり町工場等でのモノづ

くり体験 

      ロ.モノづくり体験を通じた「試験・試作」「調査・研究」 

      ハ.その他モノづくりに関連する体験学習等 

    （２）「東大阪モノづくり体験フォーラム」等の開催 

    （３）「東大阪モノづくり体験塾」の広報活動 

    （４）上記に付帯する事業 

 

（知的財産） 

第 ５条 第４条に基づく事業で行った創作物に関する特許権、実用新案権、意匠

権、商標権、著作権、その他知的財産権に関する権利は本会に帰属する

ものとする。但し、本会と塾生受入企業との合意によりこれら権利を企

業また体験塾生に帰属させることを妨げない。 

 

（役員） 

第 ６条 本会の役員は次の通りとする。 

     幹事３名以上とし、必要に応じ相談役を置くことができる。 

   ２ 代表・副代表および監査役を幹事の互選により選出する。 
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（役員の任期） 

第 ７条 役員の任期は１年とする。ただし再任を妨げない。補欠により選任され

た役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

   ２ 役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなけれ

ばならない。 

 

（役員の職務） 

第 ８条 幹事は、本会の運営全般を掌る。 

２ 代表は、本会を代表して会務を掌る。 

３ 副代表は代表を補佐し、代表事故あるときは職務を代行する。 

４ 監査役は、本会の業務および会計を監査する。 

５ 相談役は、本会の運営に関し助言を行う。 

 

（事務所） 

第 ９条 本会の事務所を次の通り「クリエイション・コア東大阪」に置く。 

      〒577-0011 

       東大阪市荒本北 1-4-17 クリエイション・コア東大阪北館 310号 

        株式会社 大阪シティソリューション内 

 

（事務局） 

第１０条 本会の会計、その他事務を処理するため事務局を置く。 

 

（運営） 

第１１条 本会の事業の運営は「幹事会」が行うものとし、事業を円滑に実施する

ため、適時「幹事会」を開催する。 

   ２ 幹事会は、幹事および事務局で構成する。 

   ３ 本会の議長は代表、副議長は副代表とする。 

   ４ 本会代表は、必要に応じ関係者に参加を要請することができる。 

   ５ 幹事会の議事は出席した幹事の過半数をもって決する。 

 

（経費等） 

第１２条 本会の経費は、賛助金・助成金・寄付金その他収入をもってあてる。 

 

（事業年度） 

第１３条 本会の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 
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（総会） 

第１４条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は毎事業年度終了後２ヵ

月以内に代表が召集する。 

２ 総会の議決事項は次の通りとする。 

（１）事業報告書、収支計算書 

（２）役員の選出 

（３）会則の変更 

（４）その他重要な事項 

   ３ 総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。 

 

（その他） 

第１５条 この会則に定めない事項または会則に疑義が生じた場合は、役員の過半

数をもって決定する。 

 

 

 付則 

  １ この会則は、平成２９年９月２６日から施行する。 

  ２．令和元年５月２２日改定する。 

  ３．令和３年５月２７日改定する。 
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東 大 阪 モ ノ づ く り 体 験 塾  役 員  

 

  

                 担当  氏 名  所 属  

 幹  事  

（代  表） 
川 勝  親  株式会社  川勝溶工所  

 幹  事  

（副代表） 
道 場 誠 司  株式会社  モールドサポート  

 幹  事  

（監査役） 
堺  敏 一  株式会社  電業  

 
幹  事  青 木  理  株式会社  アオキ  

 
幹  事  大 西 由 起 子  株式会社  壽楽  

 
幹  事  繁 原 秀 和  株式会社  繁原製作所  

 
幹  事  山 元 賢 一  日新技研株式会社  

 
幹  事  山 本 秀 雄  野田金属工業株式会社  

 
   

 
事務局  酒 井 孝 司  株式会社  大阪シティソリューション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


